
マイナンバー（個人番号）確認書類

マイナンバー（個人番号）提出

平成27年10月より市町村長から12桁のマイナンバーが通知され、平成28年1月より、金融機関等で

新たにお取引を開始されるお客様は、口座開設時にマイナンバー（個人番号）の提示が法律で義務

付けられました。これに伴い、弊社に於きましても新たにお取引を開始されるお客様につきまして

はマイナンバー制度の対象となり、マイナンバー（個人番於きましても新たにお取引を開始される

るお客様につきましてはマイナンバー制度の対象となり、マイナンバー（個人番号）をご提出いた

だく必要がございます。

マイナンバー（個人番号）の確認できる書類

【裏面】 下記の項目を満たすようご確認下さい。

なお、項目に満たない場合は、再度ご提出いただく

場合がありますのでご注意ください。

① 記載されている文字がはっきりと確認できること。

② 氏名、生年月日、住所が、申込時にご登録いただ

   いたものと同一であること。

③ 有効期限内のものであること。

④ ②の記載事項に変更がある場合は、訂正の記載が

   あるもの。

⑤ 表面の「臓器提供意思確認欄」は黒く塗りつぶす

【表面】    こと。

1

個人番号カード（マイナンバーカード）



【表面】 下記の項目を満たすようご確認下さい。

なお、項目に満たない場合は、再度ご提出いただく

場合がありますのでご注意ください。

① 記載されている文字がはっきりと確認できること。

② 氏名、生年月日、住所が、申込時にご登録いただ

   いたものと同一であること。

③ ②の記載事項に変更があり、裏面記載のあるもの

   は裏面も必要。

④ 表面の「臓器提供意思確認欄」は黒く塗りつぶす

   こと。

【裏面】

【表面】 下記の項目を満たすようご確認
下さい。

なお、項目に満たない場合は、
再度ご提出いただく場合があり
ますのでご注意ください。

① 記載されている文字がはっき
   りと確認できること。
② 氏名、生年月日、住所が、申
   込時にご登録いただいたもの
   と同一であること。
③ 発行から6ヵ月以内のものであ
   ること。
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通知カード

住民票（個人番号記載のもの）


